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白岡市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

（服務規律） （服務規律） 

第８条 団員は、団長の招集によって出動し、職務

に従事するものとする。ただし、招集を受けない

場合であっても水火災その他の災害（以下「災害

」という。）の発生を知ったときは、あらかじめ

指定するところに従がい、直ちに出動し、職務に

従事しなければならない。 

第８条 団員は、団長の招集によって出動し、職務

に従事するものとする。ただし、招集を受けない

場合であっても水火災その他の災害の発生を知っ

たときは、あらかじめ指定するところに従がい、

直ちに出動し、職務に従事しなければならない。 

（報酬） （報酬） 

第１２条 団員に支給する報酬は、年額報酬及び出

動報酬とする。 

第１２条 団員に対する報酬並びに費用弁償は、別

に定める特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例（昭和３１年白岡町条例第

５号）により支給する。 

２ 前項の年額報酬の額は、次の各号に掲げる団員

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 

⑴ 団長 年額 １８１，５００円 

⑵ 副団長 年額 １３７，５００円 

⑶ 分団長 年額 １０４，５００円 

⑷ 副分団長 年額 ８８，６００円 

⑸ 班長 年額 ７２，６００円 

⑹ 団員 年額 ６５，６００円 

３ 年度の中途において新たに団員に任命された者

又は団員を退職した者に支給する年額報酬の額に

ついては、当該報酬の額を１２で除して得た額に、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定

める期間の月数を乗じて得た額（当該額に１円未

満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

とする。 

 

⑴ 年度の中途において新たに団員に任命された

場合 新たに団員に任命された日の属する月か

ら３月又は団員を退職した日の属する月までの

期間 

 

⑵ 年度の中途において団員を退職した場合 ４

月から団員を退職した日の属する月までの期間 

 

４ 年度の中途において階級の変更（以下この項に

おいて「階級変更」という。）があった団員に支
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給する年額報酬の額については、次の各号に掲げ

る額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額）の合計額とする。 

⑴ 当該階級変更前の階級（以下この号において

「旧階級」という。）による年額報酬の額を１

２で除して得た額に、旧階級により在籍した月

数（当該階級変更のあった日が当該日の属する

月の初日である場合にあっては、当該初日の前

日の属する月までの月数）を乗じて得た額 

 

⑵ 当該階級変更後の階級（以下この号において

「新階級」という。）による年額報酬の額を１

２で除して得た額に、新階級により在籍した月

数（当該階級変更のあった日が当該日の属する

月の２日以後である場合にあっては、当該月数

から１月を減じて得た月数）を乗じて得た額 

 

５ 第１項の出動報酬の額は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 

⑴ 災害のため出動した場合 １日につき８，０

００円（１日の出動時間の合計が４時間に満た

ない場合あっては、４，０００円） 

 

⑵ 災害以外のため出動した場合 １日につき

２，０００円 

 

６ 報酬の支給方法は、特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

白岡町条例第５号）の例による。 

（費用弁償） 

第１３条 団員が会議に出席したときは、費用弁償

として１，３００円を支給する。 

２ 団員が職務のため旅行したときは、別に定める

ところにより旅費を支給する。 

３ 前項の規定により支給する費用弁償は、職員等

の旅費に関する条例（平成元年白岡町条例第２５

号）の例による。ただし、同条例第１６条第２項

の規定は、適用しない。 

（公務災害補償） （公務災害補償） 

第１４条 略 第１３条 略 

（退職報償金） （退職報償金） 

第１５条 略 第１４条 略 

（委任） （委任） 
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第１６条 略 第１５条 略 

附 則 附 則 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部改正 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部改正 

（報酬）   （報酬） 

 第１条 特別職の職員で非常勤のもの（議会の議

員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」

という。）の報酬は、別表のとおりとする。 

 第１条 特別職の職員で非常勤のもの（議会の議

員を除く。以下「特別職の職員」という。）の

報酬は、別表のとおりとする。 

別表（第１条、第４条、第５条関係） 別表（第１条、第４条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償（円） 

消防賞じ

ゅつ金等

審査委員

会 

略 略 略 

校医 略 略 略 
 

区分 報酬額（円） 費用弁償（円） 

消防賞じ

ゅつ金等

審査委員

会 

略 略 略 

消防団 団長 年額  １３

６，８００ 

１日 １，３

００ 

水火災及び警

戒のため出動

したとき １

回につき ３

，０００（出

動時間が６時

間を超えると

きは、２回分

） 

点検、訓練等

のため出動し

たとき １回

につき １，

３００（出動

時間が６時間

を超えるとき

は、２回分） 

火災出動で放

水したときは

２，０００加

算 

副団長 年額  １１

０，１００ 

分団長 年額 ８１，

２００ 

副分団長 年額 ６８，

８００ 

班長 年額 ５７，

７００ 

団員 年額 ５２，

２００ 

校医 略 略 略 
 

 

 


